
生駒学税理士事務所 医療介護部顧問 多田 愼二（ただ しんじ）

歯科レセプトコンサルタント・歯科医業経営コンサルタント。青山学院大学経営学部卒。

現在、デンタルアシスト顧問。四国医療福祉専門学校非常勤講師。

香川県内の歯科医院の事務長を長年経験し、歯科医療事務代行及び歯科医業経営コンサルタント会社設立を経て、現在まで

に県内外150件以上の歯科医院の医療事務、医療法人設立、診療所開設、個別指導対策等あらゆる業務に関与。

専門学校、近畿厚生局、保険医協会、ヒューマンアカデミー等の多数の講習会講師を経験。

「個別指導のすべてがわかる本」「歯科保険請求のすべてがわかる本2020年度版」「歯科の個別指導のすべてがわかる本」等の

著書がある。

会 場 生駒学税理士事務所 ６F研修室
高松市亀井町4-2岡内第２ビル

３，０００円／１名参加費

定 員

令和２年１０月２８日（水） １５：００～１６：３０（共通）日 時 ／

第 227回月例セミナー

診療報酬を算定・請求するには、健康保険法、療

養担当規則等の諸規定を遵守することが重要であり、

これらのルールを熟知することは公法上の契約の大

前提となっています。これらに違反すると、保険医及

び保険医療機関の取り消しもあり得ることとなり、医

院の存続にも影響してくる事態ともなります。

そこで、諸規定のうち把握しておくべき事項を実務的

にわかりやすく解説いたします。

① 保険診療に関する主な諸規定とは

② 療養担当規則を理解する

③ 医療機関に重要なコンプライアンスについて

セミナー内
容

講 師

株式会社アイ・エス・ケイ （生駒会計グループ）

先着 27名
どなたでも参加いただけます

お問合せ ㈱アイ・エス・ケイ （生駒会計グループ） 0120-946-216    FAX 087-862-0713  担当：奥田・丹波

（当日会場にて頂戴します。）

申し込み 下記にご記入の上、郵送又はFAXにて

お申込みください。

追って受講票をお送りします。

その他

テキストは当日配布いたします。筆記用具をご持参ください。

恐れ入りますが、駐車場はご用意できませんので、近隣の

一般駐車場をご利用ください。

新型コロナウイルス対策として、検温、ソーシャルディスタンス
を実施しています。マスクの着用にご協力をお願い致します。

診療報酬算定のための諸規定と
コンプライアンスについて

受講ご希望日 １０／２８（水）

貴医院名
ﾌﾘｶﾞﾅ

ご住所
〒

参加者名
ﾌﾘｶﾞﾅ

参加者名
ﾌﾘｶﾞﾅ

職種 （ ）

職種 （ ）

TEL

FAX


